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十勝川水系天竜川水系

第1章 流域及び河川の現状と課題

第1節 流域及び河川の概要と取り組みの沿革

第1項 流域及び河川の概要

第2項 治水の沿革

第3項 利水の沿革

第4項 河川環境の沿革

第5項 土砂の管理の沿革

第2節 河川の整備の現状と課題

第1項 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題

第2項 河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題

第3項 河川環境の現状と課題

第4項 土砂の管理の現状と課題

第5項 河川の維持管理の現状と課題

第6項 近年の豪雨災害等を踏まえた現状と課題

第2章 河川整備計画の目標に関する事項

第1節 整備計画対象区間

第2節 整備計画対象期間

第3節 河川整備計画の目標

第1項 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

第2項 河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

第3項 河川環境の整備と保全に関する目標

第4項 総合的な土砂の管理に関する目標

第3章 河川の整備の実施に関する事項

第1節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により
設置される河川管理施設の機能の概要

第1項 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

1 水位低下対策

（1）河道掘削・樹木伐開

（2）工作物の改築等

天竜川水系河川整備計画変更原案 目次 1/2

※□は本資料で説明している主な項目になります

（3）洪水調節機能の強化

① 上流部における治水機能増強検討調査

② 天竜川ダム再編事業

2 堤防強化

（1）洪水の通常の作用に対する安全性の強化

（2）洪水時の急流対策

（3）扇頂部対策

（4）地震対策

3 危機管理対策

（1）防災関係施設の整備

① 河川防災ステーション等の整備

② 広域防災ネットワークの構築

（2）被害を最小化するための取り組み

（3）狭窄部上流の水位上昇対策

（4）諏訪湖周辺等における被害の軽減に向けた対策

第2項 河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

1 河川水の適正な利用

2 流水の正常な機能の維持

3 渇水時の対応

4 発電減水区間対策

第3項 河川環境の整備と保全に関する事項

1 河川環境の整備と保全

（1）良好な自然環境の保全・創出

（2）動植物の生息・生育・繁殖地の保全・創出

2 良好な景観の維持・形成

（1）特徴的な景観の維持・形成

（2）水辺景観の維持・形成

3 人と川との豊かなふれあいの増進

4 水質の維持・改善の推進

1

本資料 P7

本資料 P8

本資料 P9-11

本資料 P12

本資料 P13

本資料 P14、15

本資料 P16

本資料 P17、18

本資料 P19、20



十勝川水系天竜川水系天竜川水系河川整備計画変更原案 目次 2/2

第4項 総合的な土砂の管理に関する事項

1 流砂系の健全化

（1）土砂生産・流出領域での取り組み

（2）本川ダム領域、支川ダム領域での取り組み

① 美和ダム堆砂対策

② 小渋ダム堆砂対策

③ 佐久間ダム恒久堆砂対策（天竜川ダム再編事業）

（3）谷底平野河道領域、扇状地河道領域での取り組み

（4）海岸領域での取り組み

（5）土砂動態及び土砂の流下による河川環境の変化の把握

① 河床変動と河道内樹木のモニタリング

② 恒久堆砂対策施設関連のモニタリング

③ 土砂動態の解明に向けた検討

④ 土砂の流下による河川環境の変化の把握

第5項 流域治水の推進に関する事項

1 氾濫をできるたけ防ぐ・減らす対策

2 被害対象を減少させるための対策

3 被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

第2節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

第1項 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

1 堤防の維持管理

（1）堤防の維持管理

（2）堤防除草

2 樋門等の維持管理

（1）樋門等の維持管理

（2）老朽化等への対応

3 河道の維持管理

（1）河床・河岸の維持管理

（2）樹木の維持管理
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4 河川維持管理機器等の維持管理

（1）光ケーブル・河川監視用カメラ等の維持管理

（2）危機管理施設の維持管理

5 許可工作物の適正な維持管理

6 流下物の処理

7 ダム本体・観測機器等の維持管理

8 ダム貯水池の維持管理

9 危機管理対策

（1）洪水時等の管理

（2）水防等に関する連携・支援

（3）河川情報システムの整備

（4）水質事故対策

第2項 河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

1 河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

(1) 適正な流水管理や水利用

(2) 渇水時の対応

第3項 河川環境の維持に関する事項

1 河川の清潔の維持

（1）不法投棄物等の処理

（2）水質の維持

2 地域と連携した取り組み

（1）河川愛護団体等との連携

（2）水源地域ビジョン等の実施

（3）河川利用・水面利用の適正化

（4）ドローンを使った物流システムの構築

※□は本資料で説明している主な項目になります
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十勝川水系天竜川水系【参考】天竜川水系河川整備計画（平成21年7月策定）の概要
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計画対象期間は概ね30年間とする。

河川整備基本方針の整備水準に向けて段階的に整備を進め
ることとし、天竜川の整備目標は、戦後最大規模相当となる昭
和58年9月洪水、平成18年7月洪水と同規模の洪水が発生し
ても、釜口水門放流量の段階的な増量分を含め洪水を安全
に流下させることである。

河川名
基準

地点名

河川整備計画の
目標流量

洪水調節施設による

洪水調節量※

河道整備

流量
備 考

天竜川
天竜峡 5,000m3/s 1,000m3/s 4,000m3/s 戦後最大規模相当の

洪水対応鹿 島 15,000m3/s 1,500m3/s 13,500m3/s

てんりゅうきょう

かしま

※美和ダム等既設ダムの洪水調節機能の強化と天竜川ダム再編事業

河川整備計画に基づく整備位置図

計画対象区間は以下の区間とする。対象区間
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十勝川水系天竜川水系【参考】天竜川水系河川整備計画（平成21年7月策定）の概要
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●洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標(治水)

●河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標(利水)

●河川環境の整備と保全に関する目標(環境)

流水の正常な機能の維持については、景観や動植物の生息・生育など河
川本来の水環境の保全・再生に向け、水利用の合理化を推進することによ
り、天竜川水系河川整備基本方針に定めた正常流量の一部を回復するよう
努める。

土砂流出の多い急流河川である天竜川の特性をふまえるとともに、過去の
水害の発生状況、流域の重要度やこれまでの整備状況などを総合的に検討し、
戦後最大規模相当となる昭和58年9月洪水、平成18年7月洪水と同規模の洪
水が発生しても、安全に流下させることを目標とし、基準地点天竜峡で
5,000㎥/s、基準地点鹿島で15,000㎥/sを目標流量として設定する。

多様な動植物が生息・生育・繁殖する良好な自然環境の保全を図りつつ、
失われるなどした河川環境の再生に努めるとともに、天竜川流域の豊かな自
然環境を背景とした、良好な景観の維持・形成に努める。

河川整備計画の目標について

●総合的な土砂の管理に関する目標

流砂系全体を通して、継続的なモニタリングによって土砂動態及び土砂の
流下による河川環境の変化の詳細な把握に努め、その結果を分析して維持管
理も含めた土砂対策に反映し、順応的な土砂の管理を推進する。

河川整備計画に基づく整備位置図



十勝川水系天竜川水系【参考】天竜川水系河川整備基本方針（令和5年12月22日変更）の概要
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気候変動を踏まえた「天竜川水系河川整備基本方針」の概要

河道と洪水調節施設等の配分流量

流域治水の推進

○ 長期的な河川整備の目標となる洪水の規模（基本高水）を上流の基準地点天竜峡において5,700m3/sから5,900m3/sに、下流の基準地点鹿島では19,000m3/sから19,900m3/sに変更し、この基本高水
の流量を河道と洪水調節施設等に配分。

○ 気候変動の影響による洪水外力増大に対し、 流域治水の視点から流域全体で既存施設の有効活用をはじめ、支川を含む流域全体の貯留・遊水機能を確認し、河道の流下能力ネック部における環
境・利用も踏まえた河道の流下能力の検討を行い、河道と既設ダムの有効活用や新たな洪水調節施設等により対応可能であることを確認。

○ 天竜川の流域特性を踏まえ、田んぼ貯留の実施に向けた取組、民間企業との連携推進や家庭用雨水タンクによる雨水貯留機能の向上等、流域治水を推進する方向性についても提示。

○ 天竜川流域には、既存ダム15基（直轄3基、補
助4基、利水8基）と既存水門1基が存在。

○ 将来的な降雨予測精度の向上を踏まえ、「既
存ダムの最大限活用」と新たな洪水調節施設
等により、基準地点天竜峡の基本高水のピー
ク流量5,900m3/sのうち、1,400m3/sの洪水調節
を行い、河道への配分流量4,500m3/sまでの低
減が可能であることを確認。

○ 同様に、基準地点鹿島の基本高水のピーク流
量19,900m3/sのうち、 4,400m3/sの洪水調節を
行い、河道への配分流量15,500m3/sまでの低
減が可能であることを確認。

新豊根ダム小渋ダム美和ダム

既存施設の有効活用等

○ 鹿島地点下流区間においては、アユの産卵場等
となる砂礫河原の保全、高水敷利用を考慮等を
した上で、一部の区間で河道掘削（低水路拡幅
等）をすることにより、15,500m3/sの流下可能な
河道断面の確保が可能。

河道と洪水調節施設等の設定の考え方

○ 効果等の情報を流域
自治体等に共有し、
天竜川流域における
「田んぼダム」の取組
を拡大

○ 流域内のいくつかの
自治体では、雨水流
出抑制促進を図るた
めに雨水貯留タンク
の製品購入費用に対
して補助実施

田んぼ貯留実証実験
（菊川の事例）

【上流域】既存ダム
の洪水調節機能の
最大限の活用や新
たな洪水調節施設
の可能性等につい
て本・支川も含めて、
貯留・遊水機能の確
保の可能性を検討

【上流域】気候変動に
対応するため、環境・
利用等を踏まえた河
道の流下能力増大の
可能性の検討

【中流域】山間狭窄部ではあ
るが、遊水機能の確保の可
能性があるか確認するととも
に、河道の流下能力増大の
可能性の検討

【中・下流域】既存ダムの洪水
調節機能の最大限の活用や
新たな洪水調節施設の可能
性について本・支川も含めて、
貯留機能の確保の可能性を
検討

【下流域】気候変動に対応す
るため堤防防護ラインを基本
とし、環境・利用等を踏まえた
河道の流下能力増大の可能
性の検討。

河道配分

○ 計画高水の検討にあ
たっては、流域を「基
準地点天竜峡より上
流域」「基準地点天竜
峡と鹿島間の山間狭
窄部」「基準地点鹿島
を含む中・下流域」の３
流域に区分し、貯留・
遊水機能の確保や河
道配分流量の増大の
可能性について検討

<基準地点：天竜峡> <基準地点：鹿島>
天竜川流域

位置図
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①洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標（河川整備基本方針変更を踏まえた見直し）
 将来の気候変動を踏まえた河川整備基本方針の変更を踏まえ、気候変動後（2℃上昇：降雨量1.1倍）の状況下においても、現行河

川整備計画（平成21年（2009年）7月）の目標である戦後最大規模相当となる昭和58年9月洪水に対し、同程度の治水安全度を確
保できる上流の基準地点天竜峡の整備目標流量を5,700m3/s、下流の基準地点鹿島の整備目標流量を16,400m3/sとし、これを安
全に流下させ堤防の決壊、越水等による家屋の浸水被害の防止又は軽減を図る。

 そのため、上流部では、既設ダムを最大活用の調査・検討を行い、必要な対策を実施。また、さらに洪水調節機能の増強が必要な
場合は、既設ダムの放流能力の増強・堤体の嵩上げ、新設ダム等に関する調査・検討を行う。

 下流部では、既設ダムの有効活用として佐久間ダムに洪水調節機能を確保する天竜川ダム再編事業を継続する。

②河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標
 景観や動植物の生息・生育などの本来の水環境の保全・再生・再生に向け、水利用の合理化を推進することで正常流量の一部を

回復するように努める。また、さらに必要となる水量の補給については、各種方策の調査・検討を行う。

③河川環境の整備と保全に関する目標
 河川環境の整備にあたっては、現在の良好な河川環境や利活用空間を保全し、瀬・淵の保全・創出において、上流域では激特事業

での多自然川づくりで取り組んだ川づくりを踏まえ、みお筋や瀬・淵の縦断的な連続性を確保するとともに、水際に寄石等を配置し
水際に変化を持たせ多様な水際環境を形成する。下流域では、砂礫河原の掘削を行う場合に平水位掘削に限らず、目標とする河
道氾濫原性生態系に応じて掘削深や形状を工夫するとともに、河川が有している自然の復元力を活用し、瀬と淵の創出を図る。

 上流域では、堤内地とつながる霞堤を対象に、水域の連続性の現状を把握し、本川と支川の連続性の確保、樋門及び樋管等の排
水部の落差の解消、水路の改良等の検討・実施を行う。

 下流域では、比高の高い場所に位置し周辺が樹林化したワンド周辺の地盤の切り下げを行い、一定の冠水に伴う攪乱により良好な
ワンドを創出する。

 地域の関係者と連携した「生態系ネットワークの形成」を目指し、伊那谷での伝統的食文化であるザザムシ（ヒゲナガカワトビケラ
等）が生息できる環境の保全・創出、さらに霞堤等の保全により、河川の流下方向のみならず、周辺の田畑との連続性の確保を通じ
て、地域との連携を育み、天竜川流域の自然の価値や魅力を活かした地域の活性化、地域づくりに関する検討を進めていく。

④流域治水を踏まえ治水対策案を見直し
 ハード対策のみならずソフト対策や流域対策などあらゆる関係者により流域全体で行う「流域治水」へ転換。
 田んぼ貯留の普及・拡大や家庭用雨水タンクによる雨水貯留機能の向上、開口部が有する遊水機能と排水機能の保持、水害リス

クを踏まえた土地利用・立地の誘導を行う、さらに、企業版BCP作成支援、住民の確実な避難に向けたマイハザードマップ、マイ防
災マップ作り等の推進によるハード・ソフト一体となった対策により被害軽減を図る。



十勝川水系天竜川水系第1章.流域及び河川の現状と課題 第2節.河川の整備の現状と課題

第6項.近年の豪雨災害等を踏まえた現状と課題

7

○国土交通省では、平成27 年（2015 年）9 月関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊で、逃げ遅れによる多数の孤立者が発生したことを受け、河川管理者をはじめと
する行政や住民等の各主体が「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を改革し、社会全体で洪水氾濫に備える「
水防災意識社会」を再構築する取組を進めている。

○天竜川水系では、平成27年（2015年）9 月関東・東北豪雨を受け、平成27年（2015年）12月に策定された「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき、平成28年（
2016年）8月に天竜川上流域及び天竜川中・下流域の大規模氾濫時の減災対策協議会を組織し、「水防災意識社会」の再構築を目的に国・県・市町村等が連携・協力
して、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的・計画的に推進している。

○さらに、気候変動の影響による水害の頻発化・激甚化を踏まえ治水対策を抜本的に強化するため、天竜川(上流)流域治水協議会及び天竜川（下流）流域治水協議会（
令和3年（2021年）8月に菊川流域治水協議会と統合し「遠州流域治水協議会」を設置）において令和3年（2021年）3 月に「天竜川（上流）水系流域治水プロジェクト」及
び「天竜川（下流）水系流域治水プロジェクト」を、令和6年（2024年）3月に｢天竜川（上流）水系流域治水プロジェクト2.0｣及び｢天竜川（下流）水系流域治水プロジェクト
2.0｣を策定・公表し、河川整備に加え、あらゆる関係者が協働して、流域の貯留機能の向上等を組み合わせた流域全体で水害を軽減させる治水対策を推進している。

※変更原案（案） 抜粋 No144～148
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十勝川水系天竜川水系第2章.河川整備計画の目標に関する事項 第3節.河川整備計画の目標

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

8

○計画規模を上回る洪水や全国各地で発生している甚大な洪水被害を鑑み、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で洪水に備える水防災意識
社会の再構築をさらに進め、気候変動の影響や社会状況の変化を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う「流域治水」への転換を推進し、流域一体となっ
て洪水等による災害の発生の防止又は軽減を図る。

○天竜峡地点における目標流量5,700m3/s のうち、既存施設での洪水調節1,000m3/sを含め 1,200m3/sの洪水調節を行い、河道への配分を4,500m3/s とする。

○鹿島地点における目標流量16,400 m3/s のうち、既存施設での洪水調節1,500m3/sを含め 2,000m3/sの洪水調節を行い、河道への配分を14,400m3/s とする。

※変更原案（案） 抜粋 No169、171、172

現行と変更（案）の比較

現行 変更（案）

策定（変更）
時期

平成21年7月策定
（H21(2009)年度～R20(2038)年度）

令和6年度変更予定
（R6(2024)年度～R35(2053)年度）

整備目標
上下流の治水安全度バランスを考慮して戦後最
大規模相当（S58.9洪水相当）の洪水を安全に流
下させることを整備の目標とする。

洪水による災害の発生の防止又は軽減を図るため、
現行河川整備計画での目標（S58.9洪水相当）に対し
て気候変動後（２℃上昇時）の状況下においても同程
度の治水安全度を確保できる流量を安全に流下させ
ることを目標とする。

目標流量
及び
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十勝川水系天竜川水系第3章.河川の整備の実施に関する事項

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項（水位低下対策）
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○災害の発生の防止又は軽減のための河川整備については、社会情勢を踏まえて流域や河道のモニタリングを実施しながら、河川整備計画の目標流量を計画高水位以
下で安全に流下させるため、水位低下対策や堤防強化を行う。

○上流部では伊那・伊北地区等の樹木伐開や河道掘削、中下流部では船明ダム下流の樹木伐開や河口付近の河道掘削等を行うとともに、洪水調節機能の強化により水
位低下を図る。また、堤防整備や護岸整備、浸透対策等による堤防の強化を行う。

○なお、水位低下対策として河道掘削や樹木伐開を行うに際しては、動植物の生息・生育・繁殖環境を保全・創出し、必要に応じて代替措置等を講じる。

○河道整備流量を安全に流下させるために必要な河積が確保されていない場合には、水位低下対策として河道掘削や洪水流下の阻害となる河道内樹木の伐開を行う。

○河道掘削を行う際は緩傾斜で切り下げ、ツツザキヤマジノギク、イカルチドリ、ミヤマシジミ等が生息・繁殖する砂礫河原の創出を図る。また、河道掘削時には元の形状
を変えない掘削形状及び横断・縦断方向に変化をつけることでアカザ、アユ、サツキマス（アマゴ）、ヒゲナガカワトビケラ等が生息・繁殖する瀬・淵や、スナヤツメ類等が
生息・繁殖するワンド・たまりを保全・創出し、なだらかな水際部の造成、寄石の設置により、水際に変化を持たせ多様な水際環境の保全・創出を図る。

○著しく治水上の支障となる橋梁や堰については、治水効果や上下流のバランスを総合的に勘案しつつ、施設管理者と連携・調整して優先的に改築を行う。

※変更原案（案） 抜粋 No195-211

第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

 これまでに実施した自然再生事業や多自然川づくりの知見

を踏まえ、動植物の生息・生育・繁殖環境の保全創出を図り

ながら河道掘削や樹木抜開を実施する。

 基準点天竜峡で4,500m3/s、主要地点伊那で約1,400m3/sを

確保する。

掘削断面イメージ（例：182.4k）

天竜川上流部の水位低下対策の考え方
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凡例<地図>
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※変更原案（案） 抜粋 No195-211

第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

○災害の発生の防止又は軽減のための河川整備については、社会情勢を踏まえて流域や河道のモニタリングを実施しながら、河川整備計画の目標流量を計画高水位以
下で安全に流下させるため、水位低下対策や堤防強化を行う。

○上流部では伊那・伊北地区等の樹木伐開や河道掘削、中下流部では船明ダム下流の樹木伐開や河口付近の河道掘削等を行うとともに、洪水調節機能の強化により水
位低下を図る。また、堤防整備や護岸整備、浸透対策等による堤防の強化を行う。

○なお、水位低下対策として河道掘削や樹木伐開を行うに際しては、動植物の生息・生育・繁殖環境を保全・創出し、必要に応じて代替措置等を講じる。

○河道整備流量を安全に流下させるために必要な河積が確保されていない場合には、水位低下対策として河道掘削や洪水流下の阻害となる河道内樹木の伐開を行う。

○河道掘削を行う際は緩傾斜で切り下げ、ツツザキヤマジノギク、イカルチドリ、ミヤマシジミ等が生息・繁殖する砂礫河原の創出を図る。また、河道掘削時には元の形状
を変えない掘削形状及び横断・縦断方向に変化をつけることでアカザ、アユ、サツキマス（アマゴ）、ヒゲナガカワトビケラ等が生息・繁殖する瀬・淵や、スナヤツメ類等が
生息・繁殖するワンド・たまりを保全・創出し、なだらかな水際部の造成、寄石の設置により、水際に変化を持たせ多様な水際環境の保全・創出を図る。

○著しく治水上の支障となる橋梁や堰については、治水効果や上下流のバランスを総合的に勘案しつつ、施設管理者と連携・調整して優先的に改築を行う。

JR飯田線横川橋梁

横川床止め小渋川

三峰川
太田切川

横川川

河道掘削

樹木伐開

構造物の改修

堤防整備

高水護岸整備

浸透対策

堤防強化

凡例＜整備計画施工箇所＞

急流対策
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水位低下

流域界

高速道路

主要道路

東海道新幹線

ＪＲ在来線

その他鉄道

凡例<地図>

天竜川上流部支川の対策
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 目標流量案に対して、天竜川本川及び支川は、河道掘削等

により対応する。

 佐久間ダム～平岡ダム区間では、築堤（背後地が宅地の範

囲）及び河道掘削（ダム管理者）により対応する。その場合、

佐久間ダム地点で約7,300m3/sを確保する。

 秋葉ダム～佐久間ダム区間では、目標流量案（秋葉ダム地

点約8,800m3/s）に対して、流HWL以下の下能力は満足して

いるため、 河道掘削等の水位低下対策は不要である。

 船明ダム～秋葉ダム区間では、築堤（背後地が宅地の範

囲）及び河道掘削（ダム管理者）により対応する。その場合、

船明ダム地点で約10,700m3/sを確保する。

 天竜川下流部では、河道掘削・樹木伐開により対応する。

その場合、基準地点鹿島で約14,400m3/sを確保する。

掘削断面イメージ（例：8.2k）

第3章.河川の整備の実施に関する事項

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項（水位低下対策） ※変更原案（案） 抜粋 No195-211

第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

天竜川下流部の水位低下対策の考え方

○ 災害の発生の防止又は軽減のための河川整備については、社会情勢を踏まえて流域や河道のモニタリングを実施しながら、河川整備計画の目標流量を計画高水位以下で安全に流下させるため
、水位低下対策や堤防強化を行う。

○ 上流部では伊那・伊北地区等の樹木伐開や河道掘削、中下流部では船明ダム下流の樹木伐開や河口付近の河道掘削等を行うとともに、洪水調節機能の強化により水位低下を図る。また、堤防整
備や護岸整備、浸透対策等による堤防の強化を行う。

○ なお、水位低下対策として河道掘削や樹木伐開を行うに際しては、動植物の生息・生育・繁殖環境を保全・創出し、必要に応じて代替措置等を講じる。

○ 河道整備流量を安全に流下させるために必要な河積が確保されていない場合には、水位低下対策として河道掘削や洪水流下の阻害となる河道内樹木の伐開を行う。

○ 下流部では、水面での掘削を避けてアユが生息・繁殖する瀬・淵の保全を図るとともに、一部の中州等では河道掘削にあわせて副流路を形成させ新たなアユの産卵場の創出を図る。また河口部で
は、掘削形状の工夫により、ヒナハゼ、チワラスボ等が生息する干潟、オオヨシキリが生息・繁殖する湿地の保全・創出を図る。さらに、下流部から河口部において、掘削形状の工夫により、ミナミメ
ダカ等が生息するワンド・たまりの保全・創出を図るとともに、周辺の樹林化により底泥の堆積が進んだ箇所では、冠水頻度を増加させるための周辺の掘削によりワンド・たまりの創出を図る。

○ 著しく治水上の支障となる橋梁や堰については、治水効果や上下流のバランスを総合的に勘案しつつ、施設管理者と連携・調整して優先的に改築を行う。

11

河道掘削

樹木伐開

構造物の改修

堤防整備

高水護岸整備

浸透対策

堤防強化

凡例＜整備計画施工箇所＞

急流対策

扇頂部対策

水位低下

流域界

高速道路

主要道路

東海道新幹線

ＪＲ在来線

その他鉄道

凡例<地図>

秋葉ダム

船明ダム

佐久間ダム

平岡ダム



十勝川水系天竜川水系

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項（水位低下対策）

第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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○洪水調節機能の強化については、既設ダムを最大限活用した事前放流や操作方法の見直し、治水・利水の貯水容量の再編等について調査・検討を行い、必要な対策
を実施する。また、さらに洪水調節機能の増強が必要な場合には、既設ダムの放流能力の増強・堤体の嵩上げ、新設ダム等に関する調査・検討を行う。なお、洪水調
節機能を維持するため、施設の堆砂状況を踏まえ、関係機関と協議・連携の上、必要な対策を実施する。

○【上流部】既設美和ダムや小渋ダム等を最大限活用した事前放流や操作方法の見直し、治水・利水の貯水容量の再編等について調査・検討を行い、必要な対策を実
施する。また、さらに洪水調節機能の増強が必要な場合には、既設ダムの放流能力の増強・堤体の嵩上げ、新設ダム等に関する調査・検討を行う。

○【天竜川ダム再編事業】天竜川中流部の静岡県浜松市天竜区佐久間町佐久間地先（左岸）、愛知県北設楽郡豊根村古真立地先（右岸）にある既設の利水専用ダム（
佐久間ダム：昭和31年(1956年)完成、電源開発(株)）を有効活用し、新たに洪水調節機能を確保する天竜川ダム再編事業を実施する。また、ダム貯水池への堆砂を
抑制する恒久堆砂対策施設を整備し、洪水調節機能の維持を図る。

※変更原案（案） 抜粋 No214、217、219

 上流部における洪水調節機能の強化につ
いては、安全度、コスト、実現性、持続性、
柔軟性、地域社会への影響、環境への影響
の評価軸で調査・検討し、必要な対策を実
施する。

 下流部においては、引き続き天竜川ダム再
編事業を実施する。

第3章.河川の整備の実施に関する事項

治水対策案の考え方

洪水調節機能の強化に資する対策

1 ) ダム（新規） ダム建設に適し、治水容量が確保できる地点を選定して検討する。

2 ) ダムの有効活用 事前放流、既設利ダムの嵩上げ、操作規則の変更、利水容量買取及び放流能力の増強等について検討する。

3 ) 遊水池 貯留効果が期待できる候補地を選定し、検討する。

4 ) 放水路 効率的に治水効果を発揮できるルートを選定し、検討する。

5 ) 河道の掘削 流下断面、縦断方向の河床高の状況を踏まえ検討する。

6 ) 引堤 上流部の流下能力が不足する有堤区間を対象に、用地補償や横断工作物の状況を踏まえ検討する。

7 ) 堤防の嵩上げ 上流部の流下能力が不足する有堤区間を対象に、用地補償、横断工作物、既設堤防高の状況を踏まえ検討する。

8 ) 河道内樹木の伐採 動植物の生育・育成環境や河川環境への影響も考慮し、河道の掘削を行う場所に樹木が繁茂している場合、伐採することを検討する。

9 ) 決壊しない堤防 技術的手法が確立されていないため、採用しない。

10 ) 決壊しづらい堤防
流下能力が不足する有堤区間にて施工が必要となるが、堤防が決壊する可能性は残る。流下能力の確実な向上を見込むことが困難であるた
め、採用しない。

11 ) 高規格堤防 沿川の背後地には、都市の開発計画や再開発計画がなく、効率的に整備できる該当箇所が無い。

12 ) 排水機場 内水被害軽減の観点からすべての治水対策案に共通して関係機関と連携して取り組む。

13 ) 雨水貯留施設 流域の学校等に雨水貯留施設を整備することを想定して検討する。

14 ) 雨水浸透施設 流域の市街地に雨水浸透施設を整備することを想定して検討する。

15 ) 遊水機能を有する土地の保全 河道に隣接し、遊水機能を有する池、沼沢、低湿地等は存在しないため、選定しない。

16 ) 部分的に低い堤防の存置 部分的に高さを低くしてある堤防は存在しないため、選定しない。

17 ) 霞堤の存置 霞堤は存在しないため、選定しない。

18 ) 輪中堤 輪中堤で守るような点在した家屋が存在しないため、選定しない。

19 ) 二線堤 河道に隣接して家屋が連坦し、二線堤の適地が無いため、選定しない。

20 ) 樹林帯等 災害時の被害軽減の観点から、全ての治水対策案に共通して関係機関と連携して取り組む。

21 ) 宅地の嵩上げ・ピロティ建設 災害時の被害軽減の観点から、全ての治水対策案に共通して関係機関と連携して取り組む。

22 ) 土地利用規制 災害時の被害軽減の観点から、全ての治水対策案に共通して関係機関と連携して取り組む。

23 ) 水田等の保全（機能向上） 畦畔の嵩上げ等による水田の治水機能の向上を想定して検討する。

24 ) 森林の保全 流域管理の観点から、全ての治水対策案に共通為て別途推進を図る努力を継続する。

25 ) 洪水の予測情報の提供等 災害時の被害軽減等の観点から、全ての治水対策案に共通して別途推進を図る努力を継続する。

26 ) 水害保険等 河川整備水準を反映して保険料等に差を設けることができれば、土地利用誘導・建築方式対応等の手法として検討することができる。

方策

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

選定(案）

対策のイメージ
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第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項（堤防強化）
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○河道整備流量を安全に流下させるため、洪水の通常の作用に対する堤防の安全性の強化、洪水時の急流対策、扇頂部対策、地震対策を実施する。

○家屋等への被害が生じる無堤箇所及び堤防断面が不足する箇所において堤防を整備する。整備に際しては、上下流や本支川のバランス、堤防の左右岸バランス、背
後地の状況、本支川の連続性を考慮し、安全度の低下する区間が生じないよう段階的に進める。

○河床洗掘に対しては、経年的な最深洗掘深に対して護岸の根入れが不足する箇所や、根固工が入っていない箇所のうち、水衝部を優先して護岸根継ぎ、根固工、水
制等を整備する。また、洪水中の洗掘状況が未だ解明されていないことから、今後も実態解明のための調査・検討を進める。

○天竜川下流部の鹿島地点から下流は、天竜川を流下した土砂の堆積により形成された扇状地である。その扇状地の上端となる扇頂部では水衝部となっている箇所が
あり、洪水時の侵食・洗掘が生じやすく、堤防決壊の危険性がある。ひとたび決壊すれば、資産が集中する浜松市、磐田市等下流域に甚大な被害を及ぼす。これに対
処するために、堅固な護岸や根固工、水制等を整備し、高水敷を造成して堤防強化を行う。

○天竜川は流域の一部が「東海地震に関する地震防災対策強化地域」及び全域が「南海トラフ地震防災対策推進地域」に指定されており、地震動に伴う基礎地盤の液
状化等により堤防の沈下、崩壊、ひび割れ等が生じ、浸水による被害が発生する恐れがある。このため、現在から将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震
動に対し調査検討を行い、浸水による二次災害の恐れがある箇所については、耐震対策を推進する。

※変更原案（案） 抜粋 No221-239

護岸の根入れ
不足箇所

R2衛星写真

河道変遷による危険性を勘案した急流対策の実施

堤防断面不足箇所に対する築堤の実施

天竜川流域は南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、
耐震化などの地震対策の推進が必要である。

天竜川流域

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要



十勝川水系天竜川水系

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項（危機管理対策）

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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○計画規模を上回る洪水や高潮が発生した場合、整備途上で施設能力以上の洪水や高潮が発生した場合、大規模地震の直後に洪水や高潮に見舞われた場合の被害を軽
減するとともに、復旧・復興にかかる時間を極力短くするため、災害復旧資材の備蓄、情報の収集・伝達、災害復旧活動の拠点のための河川防災ステーション等（地域連携
機能を加えたMIZBE ステーション含む）を整備する。

○堤防が決壊した場合、被災箇所を早期に締め切ることが被害軽減の必須条件となることから、資機材の運搬路を確保して迅速な復旧活動を行うため、既往洪水の実績等も
踏まえ、必要に応じて堤防天端等に設けた管理用通路の機能強化を図るとともに、高規格幹線道路等とのネットワーク化を行い、関係機関と連携・調整しながら広域防災ネ
ットワークの構築に取り組む。

○災害関係の情報伝達体制の充実を図るとともに、洪水ハザードマップの作成支援、洪水ハザードマップを活用した地域住民参加の防災訓練等の防災啓発活動により、住民
の防災意識の向上を図る。

※変更原案（案） 抜粋 No244-248

天竜川水系浸水想定区域図の作成・公表

想定最大規模の洪水浸水想定区域図（天竜川下流）

川の防災情報の運用開始 プッシュ型配信の開始

防災情報等の活用
・国土交通省などで収集した雨量·水位·ダム情報等について、「川の防災情報」を
通じ、情報発信を実施
・「川の水位情報」では、各水位観測所の水位に加え、平成31年に稼働開始した危
機管理型水位計の水位データを閲覧可能

プッシュ型配信の運用

天竜川上流では、令和３
年度出水に対して、プッ
シュ型配信を実施

災害復旧資材の備蓄

洪水浸水想定区域図
天竜川では、平成２８
年度に想定最大規模
および計画規模の氾
濫域を公表

災害復旧用資材とし
て水防用土砂や水防
用ブロックを備蓄

山吹地区MIZBEステーション
（防災×賑わい創出）



十勝川水系天竜川水系

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項（危機管理対策）

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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○天竜川には狭窄部が多く存在し、狭窄部上流では洪水時の土砂堆積によって水位上昇が生じる可能性がある。このため、歴史的な治水の知恵で狭窄部の上流に継承され
ている開口部の機能を保持することとする。

○周辺に資産が集中している諏訪湖では、31の流入河川に対して放流箇所は釜口水門のみとなっており、過去から段階的に放流量を増加させているものの、洪水時には諏訪
湖の周辺や流入河川の沿川で浸水被害が繰り返し発生している。こうした被害の軽減に向け、雨量・洪水予測技術の向上により下流本川の洪水状況とのバランスを図りな
がら釜口水門を弾力的に運用するための調査・検討を進め、関係機関と連携して可能な対策を推進する。

※変更原案（案） 抜粋 No249、250

小渋ダム

新豊根ダム
佐久間ダム

美和ダム

鹿島

天竜峡

天竜川流域

松川ダム

片桐ダム

高遠ダム

横川ダム

箕輪ダム

泰阜ダム

平岡ダム
岩倉ダム

水窪ダム

秋葉ダム

船明ダム

佐久間

伊那

（高水）

宮ケ瀬
（低水）

主要な地点

（高水・低水）

釜口水門

上流部

中流部

下流部

A’

A

釜口水門

B’ B

C’ C

D’ D

伊那峡上流：H18.7洪水

狭窄部上流の開口部本線上流
82カ所

支川三峰川
11カ所

支川太田切川
4カ所

一雲済川
合流点
1カ所

諏訪湖

天
竜
川

釜口水門

流量増に対応した河道整備
河道掘削 ・ 樹木伐開
約120万㎥ 約11万㎡

最大放流量500㎥/s⇒600㎥/s
※段階的な放流量増

諏訪湖周辺の
被害軽減

県管理

国管理

釜口水門

開口部の位置 釜口水門の放流能力増強と伊那・伊北地区の河道整備



十勝川水系天竜川水系

天竜川の水利用
の多くは発電に利
用されており、管
内許可水利使用
を維持することで、
河川水の適正な
利用に努める。

発電用水 水道用水 工業用水

農業用水 その他

第2項.河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
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○河川水の適正な利用を図るため、許可水利権については、水利権の更新時に使用水量の実態や給水人口の動向、受益面積や営農形態等の変化、再利用の可能性を
踏まえて見直しを適正に行う。

○水利用の合理化を推進することで正常流量の一部を回復するように努める。また、さらに必要となる水量の補給については、各種方策調査・検討を行う。大規模な取水が
行われる中下流域では、鹿島地点における正常流量の一部回復に向け、水利用の合理化について関係者との調整を図る。

○渇水による被害を最小限に抑えるため、発電ダムからの流量補給や利水者相互間の水融通の円滑化、節水対策等の渇水対策について、関係機関と連携して推進する。

※変更原案（案） 抜粋 No252-255

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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の年度が渇水時
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正常流量25m3/s 正常流量86m3/s

許可水利量につ
いて、今後も使用
水量の実態把握
や受益地の社会
経済の変動等を
踏まえた適正な見
直しを図ることに
より、河川水の適
正な利用に努める
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第3項.河川環境の整備と保全に関する事項（河川環境の整備と保全）
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※変更原案（案） 抜粋 No267

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

○上流部では、ツツザキヤマジノギク、イカルチドリ、ミヤマシジミ等が生息・繁殖する砂礫河原の創出を図る。

○また、アカザ、アユ、サツキマス（アマゴ）、ヒゲナガカワトビケラ等が生息・繁殖する瀬・淵や、スナヤツメ類等が生息・繁殖するワンド・たまりの保全・創出を図る。

○霞堤においては、樋門・樋管の落差の解消や水路の改良等により本川とその背後地（田畑等）との連続性の確保を図る。

○中流部では、サツキマス（同種で生活史が異なるアマゴを含む）やカジカガエルが生息・繁殖する渓流環境、ムササビ・ヤマセミ・オシドリ等が生息・繁殖する河畔林や
湖畔林の保全を図る。また、関係機関や地元漁協との連携により、船明ダム上下流や本川と支川との連続性の確保を図る。

掘削断面イメージ（例：182.4k）

河川 セグ
メント

河川環境
区分
・距離

河川
改修
位置

保全対象種 目標とする
環境

天竜川
上流域
（三峰川
合流点よ
り上流）
横川川

1 上流域
区分3

191～213k

191～
213k

・アユ
・アカザ
・サツキマス（ア
マゴ）
・ヒゲナガカワト
ビケラ
・スナヤツメ類

・連続する
瀬と淵
・水際環境
・ワンド・た
まり

天竜川
上流域
（三峰川
合流点よ
り下流※）

M、1、
2-1

上流域
区分1、2

139～191k

139～
191k

・ツツザキヤマ
ジノギク
・イカルチドリ
・スナヤツメ類
・ミヤマシジミ

・砂礫河原
・水際環境
・ワンド・た
まり
・コマツナ
ギが露出
する河原

三峰川 1 三峰川
区分1、2

0～11k

1～2k
5～8k
9～10k

・カワラニガナ
・イカルチドリ
・スナヤツメ類
・ミヤマシジミ

・砂礫河原
・支川との
連続性
・水際環境
・ワンド・た
まり
・コマツナ
ギが露出
する河原

②工事で出た大石を寄石に活用①工事前の状況を参考に、瀬・淵などを創出

これまでに実施した多自然川づくりの取り組み

上流部における河川環境の保全・創出メニュー



十勝川水系天竜川水系

第3項.河川環境の整備と保全に関する事項（河川環境の整備と保全）

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

18

○下流部では、アユが生息・繁殖する瀬・淵の保全を図るとともに、アユの産卵場の創出を図る。ヒナハゼ、チワラスボ等が生息する干潟、オオヨシキリが生息・繁殖する
湿地の保全・創出を図る。

○さらに、下流部から河口部において、ミナミメダカ等が生息するワンド・たまりの保全・創出を図る。さらに、下流部から河口部において、ミナミメダカ等が生息するワンド・
たまりの保全・創出を図る。

河
川

セグ
メン
ト

距離 河川
環境
区分

河川
改修
位置

保全対象種 目標とする環境

天
竜
川

2-1 0～
4k

下流
域
区分
1

0～4k ・ヒナハゼ
・オオヨシキリ
・ミナミメダカ

・干潟
・湿地（ヨシ原）
・ワンド・たまり

2-1 4～
30k

下流
域
区分
2

4～6k
7～
26k
27～
28k

・コアジサシ
・アユ
・ミナミメダカ
・ミヤマシジミ

・砂礫河原
・連続する瀬と淵
・ワンド・たまり
・コマツナギが露出
する河原

瀬 瀬を産卵場として利用するアユ ワンド・たまり
ワンド・たまりを利用する

ミナミメダカ

掘削断面イメージ（例：8.2k）

※変更原案（案） 抜粋 No267

下流部における河川環境の保全・創出メニュー
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第3項.河川環境の整備と保全に関する事項（人と川との豊かなふれあいの増進）
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※変更原案（案） 抜粋 No280

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

○人と川との豊かなふれあいの増進については、関係機関等と連携し、天竜川水系を特徴づける歴史的、自然的、文化的な河川景観と地域の観光資源とが一体となっ
た良好な水辺景観の保全・整備を図る。また、生態系ネットワークによる地域交流を推進し、地域との協働で行う河道内樹木の伐開や外来生物の駆除といった河川愛
護活動と合わせて河川と地域の密接な関係を再構築していく。

 

中流域 

上流域 

下流域 

ザザムシ

地域振興・地域活性化
• 霞堤等を保全することにより、周辺の田畑と連続性を確
保するとともに、地域住民や自治体等とも連携しながら
環境学習でも活用できる場を創出する。

【ザザムシ】

• 天竜川（上流域）の郷土食である「ザザムシ」に
利用される、ヒゲナガカワトビケラ等が生息でき
る環境を保全・創出する。

• ザザムシを活用した商品を通じて、地域振興・
地域活性化に繋がっていく生態系ネットワーク
の形成を推進する。

河川と田畑等との
連続性の確保

地元高校生発案のザザムシを利用した商品
（ZAZATEIN（ザザテイン）ふりかけ）
※日本河川協会HPより

ザザムシ漁

三峰川

水生生物（ヒゲナガカワトビケラ等）の役割

 

中流域 

上流域 

下流域 

• 川に流れる汚れ（有機物）を食べて成長するため、川をき
れいにする役割を持つ。

• 水生生物の多くは、成虫になると陸上へ飛びたち、鳥や
カエルなどの餌となり川の外の生態系も支えている。

ネットワークの形成

本川の流下方向のみならず
流域の横断方向の連続性の確保
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第3項.河川環境の整備と保全に関する事項（人と川との豊かなふれあいの増進）
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○水辺のふれあい拠点は、関係自治体等と連携し、地域及び河川の特性を活かした交流拠点とし、伝統行事やイベント、スポーツ等に利用できる拠点整備、水面利用の
活性化を図るためのカヌー・ラフティングの発着施設の整備、魚釣りや子ども達の体験活動のための安全に水辺に近づける河岸等の整備、遊歩道・サイクリング道等
の河川空間整備を行う。

○なお、河川空間の利活用のニーズの高まりにより、地域の取り組みと一体となって河川空間と町空間が融合した良好な空間形成を目指す取り組みが行われる場合は
、河川管理者が推進主体と連携してかわまちづくり計画を策定し、その計画に即して、治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河川管理施設の整備を行うことにな
るが、本整備は、まちづくりと連携して行う事業であるという特殊性を踏まえ、今後の状況の変化により本計画において示していない場所において施行することがある。

※変更原案（案） 抜粋 No281

人と川の豊かなふれあいの増進

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

• 総合学習館 かわらんべは、通常時は河川環境や安全な河川利用など総合
的な学習の場として利用されている。洪水時などは、河川・気象情報の発信、
水防団詰所、地域住民の応急避難施設として飯田市の防災活動拠点の役
割を担っている。

総合学習館 かわらんべの体験講座

天竜川総合学習館“かわらんべ”

西鹿島

• 西鹿島・磐田・河輪の３箇所で水辺整備事業を行い、花火大会やサイク
リング大会といったイベント等で活発に利用されている。

• 西鹿島では、河川管理の効率化、河川の安全な利活用を確保するため、
緩傾斜堤防、階段、低水護岸、高水敷公園等の整備を行った。

• 磐田では、良好なかわとまちのネットワーク確保のため、天竜川南北軸
に歩行者・自転車道の整備を行った。

• 河輪では、河川管理の効率化、河川の安全な利活用を確保するため、階
段、河川敷の樹木伐採等の整備を行った。また、子供たちの環境学習の
場としても利用できるようにせせらぎ・ワンド、多目的広場の整備を
行った。

天竜浜名湖線

低水護岸
（400m）

緩傾斜堤
（900m）

高水敷公園等

せせらぎ・ワンド

多目的広場

歩行者・自転車道

磐田

河輪

20
良好な河川環境を利用した野外学習

【総合学習館 かわらんべ】 上流管内（上流域） 【水辺整備】 下流管内（下流域）
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第4項.総合的な土砂の管理に関する事項（流砂系の健全化）
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土砂生産・流出領域（支川含む）

• 生産土砂量の把握
• 砂防施設による流出土砂の調節

支川ダム領域（湖沼含む）

• 堆積土砂の維持掘削
• 堆砂対策（土砂バイパストンネル）

本川ダム領域

• 堆積土砂の維持掘削や流水
掃砂による堆砂抑制の実施

• 洪水調節容量の確保及び洪
水被害を及ぼさないための恒
久堆砂対策の実施

谷底平野河道領域

• 堆積土砂の維持掘削
• 礫河川を維持するための河床
攪乱（砂州の移動）の促進

• 礫河原維持に配慮した河道掘
削、維持掘削

• 河道環境（瀬淵等）に配慮した
河道掘削

扇状地河道領域

• 流下能力確保に向けた河道掘削

美
和
ダ
ム

高
遠
ダ
ム

小
渋
ダ
ム

松
川
ダ
ム

泰阜ダム

平岡ダム

佐久間ダム

秋葉ダム

船明ダム

遠州灘

諏訪湖

河口テラス・海岸領域

• 五島海岸、竜洋海岸の離岸堤
群の下手側端部で養浜

三峰川

小渋川

飯田松川

土砂バイパストンネル

土砂バイパストンネル

土砂バイパストンネル

美和ダム
治水・利水機能の確保の
ための湖内掘削と通砂
（粒径集団Ⅰ）

小渋ダム
治水・利水機能の確保のた
めの通砂（粒径集団Ⅰ～Ⅲ）

松川ダム
治水機能の確保のための
通砂（粒径集団Ⅰ～Ⅱ）

佐久間ダム
治水・利水機能の確保のた
めの維持掘削・土砂還元

置土
秋葉ダム

・利水機能の確保のために
維持掘削

・洪水時のゲート操作により
土砂を下流に流下

船明ダム
洪水時のゲート操作により
土砂を下流に流下

泰阜・平岡ダム
流水掃砂による堆砂抑制

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

取組内容○天竜川流砂系では、平成30年（2018年）3月に天竜川下流域を対象とした「天竜川流
砂系総合土砂管理計画【第一版】」を策定し、流砂系内の各関係機関が課題を共有し
、土砂動態を改善する取組みを進めている。また、上流域も対象に含めた「天竜川流
砂系総合土砂管理計画【第二版】」の策定に向けた検討を実施している。

○土砂生産・流出領域から海岸領域までの総合的な土砂の管理の観点から、ダムにお
いては、貯水池への堆砂の進行による機能低下に備え、維持掘削や適切な堆砂容量
の設定により計画的に容量を確保するとともに、流水掃砂や堆砂対策施設等により土
砂を流下させる。

○美和ダムの土砂バイパストンネルと湖内堆砂対策施設を運用し、貯水池への流入土
砂及び堆砂を抑制するとともに、ダム地点における土砂移動の連続性を確保する。ま
た、継続的に堆砂の進行状況等について調査・検討を行い、必要に応じて洪水調節
機能の回復等に資する対策を講じる。

○小渋ダムの土砂バイパストンネルを適切に運用し、中長期的なダム貯水池機能維持
のための土砂バイパストンネルにおける分派機能の向上対策、トンネル施設延命化
のための貯砂堰における大粒径土砂補足対策を行いつつ、貯水池への流入土砂及
び堆砂を抑制するとともに、ダム地点における土砂移動の連続性を確保する。また継
続的に堆砂の進行状況等について調査・検討を行い、必要に応じて洪水調節機能の
回復等に資する対策を講じる。

○佐久間ダムの堆砂対策については、ダム下流へ堆積土砂を運搬する施設の整備を
行い、約28万m3/年の堆積土砂をダム下流河川へ還元することで、ダム地点におけ
る土砂移動の連続性を確保し、遠州灘沿岸の海岸侵食の抑制等を目指す。

○上流部の谷底平野河道領域では、土砂を大量に含む速い流れによる侵食や河床洗
掘に対して適切な深さと規模の護岸や根固工の設置等、侵食・洗掘対策を実施する。
土砂の連続性の確保や砂州の切り下げ等により適度な攪乱を促し、みお筋の固定化
や砂州の樹林化の進行を抑制する。土砂の堆積等で流下能力が不足する区間につ
いては、河道掘削や砂州の樹木伐開を実施する。

○下流部の扇状地河道領域では、河道内樹木の繁茂により、上流から流下した土砂の
捕捉や砂州の固定化といった問題が生じているため、河川環境への影響を考慮した
うえで樹木伐開を行い、河道における土砂の流送力を確保する。また、河道改修によ
り発生した土砂については、関係機関との調整を図り、海岸領域の養浜に活用する。

○平成15年（2003年）7月に静岡県と愛知県により策定された遠州灘沿岸海岸保全基
本計画（平成27年12月に一部変更）との整合を図り、掘削土砂を養浜材に活用する
など海岸管理者との連携に努める。

※変更原案（案） 抜粋 No.286，290-302



十勝川水系天竜川水系

第4項.総合的な土砂の管理に関する事項（流砂系の健全化）
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※変更原案（案） 抜粋 No303-307

• 堆積土砂の維持掘削及び貯水池
測量

• 堆砂対策（土砂バイパストンネル）

• 生産土砂量の把握
• 砂防施設による流出土砂の調節
• 流砂量観測

• 堆積土砂の維持掘削
• 礫河原を維持するための河床攪乱
（砂州の移動）の促進

• 礫河原維持に配慮した河道掘削、
維持掘削（掘削量の把握）

• 河川環境（瀬淵等）に配慮した河道
掘削

• 局所洗掘の監視

• 定期測量、空中写真による河道変
化の把握

• 代表植物・生物の生育状況の把握

• 堆積土砂の維持掘削や流水掃砂
による堆砂抑制の実施

• 貯水池測量

• 洪水調節容量の確保及び洪水被
害を及ぼさないための恒久堆砂対
策の実施

• 代表的な生物の分布状況の把握

土砂生産・流出領域（支川含む）

谷底平野河道領域

支川ダム領域（湖沼含む）

本川ダム領域

・五島海岸、竜
洋海岸の離岸
堤群の下手側
端部で養浜
・深浅測量

• 流下能力確保に向けた河道掘削
• 定期測量、空中写真による河道変
化の把握

• 代表的な
生物の分
布状況の
把握

扇状地河道領域・河口領域

河口テラス・海岸領域

土砂管理対策とモニタリング

持社沢砂防堰堤
（H27年度完成）（小渋川流域）

黒字：土砂管理対策 赤字：代表的なモニタリング
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計画高水位

平均河床高 H21

平均河床高 H26

平均河床高 H28

平均河床高 H29

平均河床高 H30

平均河床高 R1

平均河床高 R2

平均河床高 R3

平均河床高 R4

養浜

貯水池測量

河道掘削

土砂バイパス
トンネル

砂防堰堤

天竜川

上流域

天竜川

下流域

総合土砂管理計画策定の枠組み

土砂管理目標

①総合土砂管理による河口テラスの回復及び海岸汀線の維持
②総合土砂管理によるダム機能維持と河道管理の両立
③総合土砂管理による河川環境の保全・回復
④総合土砂管理による適正な土砂利用
⑤土砂収支・通過土砂量の把握

天竜川流砂系
協議会

天竜川流砂系
総合土砂管理計画
検討委員会
【上流部会】

天竜川流砂系
総合土砂管理計画
検討委員会
【下流部会】

計画の策定及びフォロー
アップに際して，主に天竜
川上流域

※1
に係る部分の

科学的・技術的助言等

※1：天竜川下流域とは平岡ダムより下流域を，上流域とは
その上流域を指す

計画の策定及びフォロー
アップに際して，主に天竜
川下流域

※1
に係る部分の

科学的・技術的助言等

天竜川流砂系総合土砂
管理計画の策定及び同
計画のフォローアップ
[委員構成]
国土交通省
農林水産省・林野庁
長野県
静岡県
愛知県
中部電力
電源開発の関係機関

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

○土砂動態及び土砂の流下による河川環境の変化を把握するため、継続的なモニタリングを実施するとともに、その結果を分析評価して、計画見直しや維持管理も含めた土
砂対策に反映し、順応的な土砂の管理を推進する。

○河道において、経年的な河床変動や樹林化の進行状況の把握に努めるとともに、砂防堰堤の整備、ダムの堆砂対策施設整備、河道改修後の土砂移動の変化についても、
出水前後の河床変動と河道内樹木の生育状況のモニタリングにより把握する。

○美和ダム、小渋ダム、松川ダム、佐久間ダムの堆砂対策施設及び下流河道に流下する土砂量と粒度分布及び下流河川環境のモニタリングを引き続き実施する。

○土砂の流出、堆積、侵食、移動等に関するデータをモニタリングし、土砂収支モデルを作成して、土砂動態のメカニズムを明らかにする。

○流砂系全体において、土砂の流下による、河川環境の変化の把握、生物の応答メカニズムの把握・解明のために、継続的なモニタリングを引き続き実施する。



十勝川水系天竜川水系

第5項.流域治水の推進に関する事項（氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策）
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※変更原案（案） 抜粋 No311-314

○河川整備計画の目標に向けた河川整備の実施について、河川管理者が実施する整備を上下流および本支川の治水安全度のバランスを図りつつ段階的かつ着実に実施し
、河川整備計画の目標に対しての洪水氾濫による災害の防止または軽減を図る。

○天竜川流域における「田んぼダム」の取組の推進に向け、定量的な効果量の把握など技術的な支援を実施する。

○歴史的な治水の知恵として継承されている霞堤等の開口部が有する洪水時の遊水機能と排水機能を保持する。

○中央構造線や糸魚川―静岡構造線が縦断し土砂生産が盛んな天竜川流域において、砂防堰堤等の整備により、河川への土砂流出を抑え、河床上昇による浸水被害の発
生を防ぐ。

・森林を整備することで、森林本来の保水力を維持するとともに、土砂流出を抑制

・砂防事業を実施することにより、一度に大量の土砂が下流に流れ出る事を防止

森林整備の様子 滝沢第２砂防堰堤（大鹿村・中川村）

田んぼ貯留の実施に向けた取組 霞堤等の開口部が有する遊水機能と排水機能の保持

砂防堰堤整備、森林整備事業による土砂災害対策及び森林の整備・保全

田んぼ貯留実証実験の様子

・歴史的な治水の知恵として継承されている霞堤等の開口部が有する洪水時の遊水機
能と排水機能の保持

昭和36年6月(三六災害）
三峰川の霞堤により、右岸堤防を越水した洪水を本川に還元した痕跡が残る

・田んぼ貯留の取り組みを推進するために、菊川における「田んぼダム」実証実験による
効果検証を実施中（堰板の形状の工夫による貯留効果の違い等を検証中）
・令和4年の台風第15号では、貯留効果や排水先へのピーク遅れを確認。
・効果等の情報を流域自治体等に共有し、天竜川流域における「田んぼダム」の取組を
拡大

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要



十勝川水系天竜川水系

第5項.流域治水の推進に関する事項（被害対象を減少させる対策、被害の軽減・早期復旧・復興のための対策）

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第１節.河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事
の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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○流域市町村がまちづくりや住まい方の誘導による水害に強い地域づくりを進める際、水害リスク情報の共有・提供など技術的な支援を行う。水害リスク情報としては、計画規
模や想定最大規模以外にも中高頻度の外力規模の浸水想定や、施設整備前後の浸水想定といった時間軸にも着目した整理等を行う。

○住民の避難を促すための取組として、水害リスク情報の充実を図り、住民一人一人の防災行動をあらかじめ定めるマイ・タイムラインなどの作成への支援を行い、その普及
を図っていく。

○洪水時の事業継続に必要な企業BCPの策定を推進するため、商工会議所等と連携し、企業BCPの作成支援を実施する。

水害版企業BCPの作成支援

防災イベント等による意識啓発、防災情報の発信強化

排水ポンプ車による支援

R3.8洪水による浸水状況（諏訪市） 排水ポンプ車による排水状況

・内水氾濫の状況に応じて、円滑かつ迅速に内水を排除するため、機動性がある
排水ポンプ車を配備する。

 総合水防演習やシンポジウム等により、水災害や土砂災害防災に関する意識啓発を実施。昨年5月に飯田市の天竜川河川敷で開催した天竜川上流総合水防演習
は、国、県、流域市町村、防災関係機関や地元企業、地元学生、地元自治会等も含めた地域参加型の訓練とし、総勢約1,000人、64機関が参加

 長野県では避難計画作成や避難情報のプッシュ通知にも対応したスマートフォン向けの防災アプリをリリース

【会場】駒ケ根市役所
大規模土砂災害を想定した合同訓練

過去の災害を風化させないように、
シンポジウムを開催

長野県独自の
防災アプリをリ
リース

・洪水時の事業継続に必要な企業BCPの策定を推進するために、浜松商工会議所と
連携した作成支援を実施。座学と作成ツールによる作成演習を行い、令和4年度は
51社が参加。

勉強会の状況 グループワークの状況

※変更原案（案） 抜粋 No316、319、322



十勝川水系天竜川水系

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
（堤防の維持管理、樋門の維持管理、河道の維持管理）
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○堤防の機能を適切に維持していくために、堤防除草を行い、平常時や出水時の河川巡視や点検及び定期的な縦横断測量調査等を実施することにより、堤防や護岸の
沈下、損傷状況や施設の老朽化の状況等を適切に把握し、必要な対策を実施する。

○樋門等の河川管理施設の機能を適切に維持していくためには、洪水、津波、高潮等の際、必要な機能が発揮されるよう、適切に河川巡視、定期的な点検を行い、施設
の状態把握に努め、必要に応じて、補修・更新を行い長寿命化を図る。長寿命化により機能維持が困難な施設については、具体的な対策工法について検討を行い、
改築・改良を実施する。

○河川管理施設は、予防保全型メンテナンスサイクルを構築し、コストの縮減を踏まえながら信頼性の向上や長寿命化を図るための補修・更新を行う。

○河床・河岸の維持管理は、河川巡視や定期的な縦横断測量等により形状の変化を把握するとともに、洪水等により河道内に堆積した土砂についてはモニタリングを継
続的に実施し、洪水の安全な流下等に支障となる場合には、瀬や淵、動植物の生息・生育・繁殖、水際部の多様性等の河川環境の保全・創出に配慮し、河道掘削等
の必要な対策を実施する。

○河道内の樹木の維持管理は、河川巡視等により河道を監視し、洪水流下の阻害や河川管理施設への悪影響、河川巡視等の支障の解消のため、必要に応じ伐開等を
行い、樹木の再繁茂対策を講じる。なお、伐開の際には周辺環境における位置づけ等に配慮するとともに、河道内の植生の管理は、砂礫河原の再生や外来生物の防
除といった河川環境整備の目標と整合を図る。また、伐開した樹木の処理は、公募により団体等の募集を行い、参加した団体に樹木伐採を行ってもらうなど、コストの
縮減を踏まえながら有効に利用し、河川環境への負荷の軽減に努める。

※変更原案（案） 抜粋 No331、339、341、343-344

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第２節.河川の維持の目的、種類及び施工の場所

（河川砂防技術基準 維持管理編（河川編）を基に作成）

4.5ｋ付近 着手前

 定期的に河道状況をDX技術を活用し効率的に把握

し、適切な維持掘削や樹木伐採を実施し、洪水時の
流下阻害の解消を図る。

河川巡視

構造物点検（排水樋門）

ドローンによる河川巡視

構造物点検（護岸）

 河道内樹木を伐採していただける協力者
を公募し、薪ストーブの燃料など資源とし
て活用していただく取組み。

公募伐採の様子

参加団体

河川、河道、河川管理施設等の状態把握 サイクル型維持管理計画のイメージ 公募型河道内樹木伐採



十勝川水系天竜川水系

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
（河川維持管理機器などの維持管理、許可工作物の適正な維持管理、流下物の処理）
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※変更原案（案） 抜粋 No348-350

【

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第２節.河川の維持の目的、種類及び施工の場所

○防災拠点等の危機管理施設の維持管理は、洪水や地震等の災害時に必要となるブロックや土砂等の水防資機材や災害復旧資材について、備蓄の場所や量を適切に確
保する。

○橋梁や樋門樋管等の許可工作物は、老朽化の進行等による機能や洪水時の操作に支障が生じるおそれがあるため、施設管理者と合同で定期的に確認を行うことにより
、施設の管理状況を把握し、定められた許可条件に基づく適切な管理・改築等が実施されるように指導や協議を行う。

○洪水流下の阻害となる流木やゴミ等の流下物の処理は、できる限り適切に除去を行う。

水防資材の備蓄

水防機材の備蓄 流下阻害となるゴミの除去



十勝川水系天竜川水系

第1項.洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
（ダム本体・観測機器等の維持管理、ダム貯水池の維持管理、危機管理対策）

※変更原案（案） 抜粋 No351-361

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第２節.河川の維持の目的、種類及び施工の場所
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○国が管理するダムについては、今後とも社会的な要請に応えるため、洪水時や渇水時等に機能を最大限発揮させるとともに、長期にわたって適正に運用するため、ダ
ム運用の高度化を図りつつ、日常的な点検整備、計画的な維持修繕を行う。

○昨今の水害の激甚化・頻発化に鑑み、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に最大限活用して水害の発生の防止等が図られるようダム洪水調節機能
協議会において、「治水協定」を締結してきたところであり、引き続き、「事前放流」の取組を推進していく。

○ダム貯水池斜面の崩壊箇所、安全柵・進入防止柵等の安全施設の点検のため、ダム貯水池の巡視を行うとともに、湖面の安全確保と水質や生態系の保全等に配慮
し、適正な湖面利用が行われるよう管理する。

○堆砂の進行による貯水池機能の低下を防ぐため、必要に応じ堆積土砂の除去等の堆砂対策を実施するとともに、美和ダム、佐久間ダムの堆砂対策施設の維持補修
を行う。

○危機管理対策は、洪水や高潮、地震等による被害の防止又は軽減を図るため、関係自治体等と連携して迅速な情報伝達や水防活動の支援等を行う。

PDCAサイクルのイメージ（ダム施設の維持管理）
（出典：国土交通省 河川砂防技術基準 維持管理編（ダム編））

ダム堤体内における漏水量・揚圧力調査の状況 ドローンを活用した巡視の状況

〈治水協定を締結しているダム〉

多目的ダムの事前放流イメージ

PDCAサイクル 点検整備
堤体観測
貯水池巡視

事前放流



十勝川水系天竜川水系

第2項.河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
（河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持）
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※変更原案（案） 抜粋 No373-376

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第２節.河川の維持の目的、種類及び施工の場所

○適正な流水管理や水利用の現状と課題を踏まえ、河川環境の保全や適切で効率的な取水が行われるように、日頃から関係機関及び水利使用者と情報交換に努める。

○渇水時の対応を適切に行うため、関係機関及び水利使用者等と連携し、情報提供や情報連絡の体制を整備するとともに、渇水による被害を最小限に抑えるため、発電ダ
ムからの流量補給、利水者相互間の水融通の円滑化、節水対策等を推進する。

1989 H1 0 2007 H19 0
1990 H2 2 2008 H20 0
1991 H3 0 2009 H21 0
1992 H4 1 2010 H22 0
1993 H5 0 2011 H23 0
1994 H6 3 2012 H24 1
1995 H7 3 2013 H25 0
1996 H8 2 2014 H26 0
1997 H9 3 2015 H27 0
1998 H10 0 2016 H28 0
1999 H11 1 2017 H29 2
2000 H12 2 2018 H30 0
2001 H13 2 2019 H31 2
2002 H14 6 2020 R2 0
2003 H15 1 2021 R3 0
2004 H16 1 2022 R4 1
2005 H17 3 2023 R5 0
2006 H18 0 36

調節回数

15/35年間

西暦 和暦 調節回数西暦 和暦

渇水諏訪湖での渇水放流調節回数（平成元年～令和5年） 渇水対策支部の設置



十勝川水系天竜川水系

第3項.河川環境の維持に関する事項（河川の清潔の維持、地域と連携した取り組み） ※変更原案（案） 抜粋 No378-384

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第２節.河川の維持の目的、種類及び施工の場所
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○洪水時に流出するゴミや流木、不法投棄されたゴミ等は、地域住民等の参加する河川の美化・清掃活動を支援し、河川美化の意識向上を図るとともに、関係機関や地域住
民と連携して速やかに撤去処分し、河川環境への負荷を軽減する。また、河川監視用カメラ等の設置、河川巡視の強化等により監視体制を強化し、流域全体での不法投棄
マップの作成や看板の設置等により、不法投棄に対する地域住民への啓発活動を行うとともに、必要に応じて車両の進入を防止するなど不法投棄の解消のため適切な措置
を講じる。

○より良い河川環境を実現していくため、河川愛護団体、NPO、市民団体、地域住民とのパートナーシップを確立し、協働による河川清掃活動、河道内樹木の伐開や外来生物
の駆除活動等への自主的な参画により、地域と一体となった河川管理の推進を図る。

地域と共同した河川清掃

河川協力団体や地域団体による活動、河川清掃や外来種の駆除

外来種除去の様子



十勝川水系天竜川水系

第3項.河川環境の維持に関する事項（地域と連携した取り組み）
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※変更原案（案） 抜粋 No393

第3章.河川の整備の実施に関する事項 第２節.河川の維持の目的、種類及び施工の場所

○長野県伊那市は小型無人機ドローンを使った物流システムの構築に向けて、天竜川と三峰川の利活用に係る協定を天竜川上流河川事務所、三峰川総合開発工事事務所、
天竜川ダム統合管理事務所、長野県伊那建設事務所と平成30年（2018年）12月18日に締結した。

○本協定は、長野県伊那市域をフィールドとし、UAVの利活用を通じて、市民生活の利便性の向上及び災害対応並びに、天竜川及び三峰川の適正な河川管理に資することを
目的としている。

○協定に基づき、「INA ドローンアクア・スカイウェイ事業」の開発・実証を進め、伊那市長谷地区を南北に流れる三峰川と美和湖上空域をドローン専用の空路とした「空の道」
を形成し、令和3年（2021年）11月16日より実用化している。

天竜川・三峰川合流点におけるドローン実証飛行

伊那市ドローン物流事業プロジェクトのこれまでの経緯
○ 空飛ぶデリバリーサービス事業（H30～R1）】

• 中山間地域内における荷物配送の仕組みづくり
• ドローンとボランティアによるハイブリッドな運搬（CATVによる注文〜配送）

○ アクアスカイウェイ構築事業（H30～R2）
• 中⼼市街地と中⼭間地域を結ぶ物流の仕組みづくり
• より重い荷物をより遠くに運搬（ドローン機体開発、航路、運搬）

○ ドローン物流の一部実用化（R3～）

天
竜
川

INA ドローン アクア・スカイウェイ事業（イメージ図）

協定関係者

○天竜川上流河川事務所
○三峰川総合開発事務所
○天竜川ダム統合管理事務所
○長野県伊那建設事務所
○伊那市

赤枠：R3年度よりドローン物流実用化範囲


